
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン資格確認では、マイナンバーカードの IC チップまたは健康保険証の記号番号等

により、オンラインで資格情報の確認を行います。特にマイナンバーカードを利用すること

により、通院その他の場面が便利になります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎支払い窓口での限度額以上の医療費の

一時支払いが不要になります。 

※組合への限度額適用認定申請も不要！ 

◎顔認証付きカードリーダーにより受付

が自動化されます。 

※対面の受付がなくコロナ禍でも安心！ 

◎過去の受診記録に基づいた診療・薬の処方

が受けられます。 

※特定健診や薬の情報を一括データ管理！ 



 

 

 

マイナンバーカードを利用すると通院時の他にも、例えば引っ越しや結婚をしたばかりで新

しい健康保険証が無い、そんなときに受診が必要となると一時とはいえ全額を負担するの

は厳しい！といった方にもメリットがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、マイナポータルから e-Tax に連携して確定申告が簡素化され、過去一年分の医療

費の領収書を提出しなくても申告が可能になります。（領収書の保管義務は５年です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：関東信越税理士国民健康保険組合 

さいたま市大宮区桜木町 4-376-1 

TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030 

     
こちらのＱＲコードをスマート 
フォンで読み込むと組合ＨＰへ 
アクセスできます。 参考 ： 厚生労働省 


